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「大阪仕業検査車両所列車信号扱所の入換線路構成間違い」に関する申し入れ

７月 25 日、Ｚ 24 編成１ブロック分割作業時、大阪仕業検査車両所列車信号扱所が入
換線路の構成を間違い、仕業庫６番線に留置してあった通勤回送が出庫できず、車両変

更するという事象が発生した。

今回の事象発生の発端は、列車信号扱所の担当者が入換線路を間違って構成したため

である。しかし会社は、列車信号扱所の担当者による入換線路構成間違いについて何ら

明らかにすることもないまま、大阪修繕車両所の操車担当者が入換線路の確認を怠った

ための「ヒューマンエラー」とした。

入換作業を行うにあたっては、列車信号扱所と操車担当者は打ち合わせを行った後に

列車を移動させている。移動時の線路上の安全等について、その責は操車担当者にある

が、線路構成に関しては列車信号扱所の複数の担当者にその責があることは疑いようが

ない。

しかし会社は、今回の事象の原因が列車信号扱所の担当者による入換線路構成間違い

であるにも関わらず、操車担当者に責任を負わせた。

今回の事象発生は 2009年７月の車両所の組織改正により、当時の大阪第一車両所を大
阪仕業検査車両所と大阪修繕車両所に分割し、列車信号扱所を大阪仕業検査車両所に、

操縦、操車業務を大阪修繕車両所に分けたことにも大きな遠因があると言わざるを得な

い。同様の事象が二度と繰り返されないように原因の究明と根本的な対策を構築すべき

である。

よって、下記の通り申し入れるので早急に労使協議の場を設定すること。

記

１．今回の事象発生に到った経緯について時系列で、また、列車信号扱所担当者及び操

車担当者それぞれについて明らかにすること。

２．列車信号扱所の担当者が入換線路の構成を間違えた原因について明らかにすること。

３．再発防止のための対策を明らかにすること。
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４．今回の事象に関する経過及び対策等について、車両を扱うすべての職場の共通認識

を図るため書面をもって周知すること。

５．今回の事象は関連した業務を行う列車信号扱所と、操車・操縦業務が別々の車両所

所属という現状におけるコミュニケーション不足などが原因の一つと考える。元の

体制に戻すこと。

以上


